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• 国⺠健康保険料は、医療給付費分（医療分）、後期⾼齢者⽀援⾦等分（後期支援分）、
介護納付⾦分（介護分）の3区分で構成されます。

• それぞれの区分ごとに、所得割、均等割、平等割の保険料率が決まっており、各⾦額を合計し
た額を保険料として賦課・徴収します。

• 本市の保険料率は、平成23年度以降据え置きとしていましたが、財政収⽀の悪化や国⺠健
康保険基⾦残⾼の減少に伴い、持続可能な国保財政の運営を⾏うため、令和6年度に保険
料率の改定をしました。

• 令和8年度からは、国のこども未来戦略に基づく「加速化プラン」施策に必要な費⽤を全世代が
⽀える仕組みとして、⽀援納付⾦を徴収する「⼦ども・⼦育て支援⾦制度」が創設されます。こ
れにより、現⾏の3区分に、新たに「⼦ども・⼦育て支援納付⾦分」を加えた4区分により保険料
を賦課・徴収することになります。

• なお、現⾏の医療分、後期⽀援分、介護分の3区分の保険料率については、令和8年度予算
編成状況や国⺠健康保険基⾦残⾼を考慮した結果、令和8年度は据え置きとする予定です。

• 最終的な保険料率の決定は、令和8年度の所得情報等を踏まえ、令和8年6月に決定します。
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⼦ども・⼦育て支援⾦制度の概要
こども家庭庁資料より



3

⼦ども・⼦育て支援⾦制度の概要
こども家庭庁資料より



4

⼦ども・⼦育て支援⾦制度の概要
こども家庭庁資料より



R8年度R7年度R6年度R5年度R4年度R3年度区分

8.3％8.3％8.3％8.3％8.3％8.3％所得割

医療分 23,400円23,400円23,400円23,400円23,400円23,400円均等割

21,000円21,000円21,000円21,000円21,000円21,000円平等割

2.8％2.8％2.8％2.5％2.5％2.5％所得割
後 期
⽀援分 8,000円8,000円8,000円6,900円6,900円6,900円均等割

7,100円7,100円7,100円6,300円6,300円6,300円平等割

2.4％2.4％2.4％2.0％2.0％2.0％所得割

介護分 7,700円7,700円7,700円6,300円6,300円6,300円均等割

5,100円5,100円5,100円4,200円4,200円4,200円平等割

0.3％－－－－－所得割

子ども・子育
て⽀援納付

⾦分

1,156円－－－－－均等割

75円－－－－－18歳以上
均等割

988円－－－－－平等割

令和8年度から「子ども・子育て⽀援納付⾦分」を追加します。保険料率は県が算定する標準保険料率を採⽤してい
ます。他の保険料率は据え置きとします。

保険料率
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１期/月あたり保険料年間保険料軽減年⾦収⼊額
2,835円

うち⼦ども分1,08円
28,350円

うち⼦ども分1,080円
７割153万円以下

6,604円
うち⼦ども分172円

66,040円
うち⼦ども分1,720円

５割170万円

16,094円
うち⼦ども分275円

160,940円
うち⼦ども分2,750円

２割230万円

１期/月あたり保険料年間保険料軽減営業所得額

35,877円
うち⼦ども分746円

358,770円
うち⼦ども分7,460円

２割200万円

67,031円
うち⼦ども分1,416円

670,310円
うち⼦ども分14,160円

なし400万円

94,631円
うち⼦ども分2,016円

946,310円
うち⼦ども分20,160円

なし600万円

モデルケース①︓世帯主70歳、妻70歳の2⼈世帯（世帯主のみ年⾦収⼊あり）

モデルケース②︓世帯主45歳、妻45歳、子11歳、8歳の4⼈世帯（世帯主のみ営業所得あり）

令和8年度保険料のモデルケース


